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（
総
務
委
員
会
）

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
方
議
会
議
員
年
金
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
て
当
該
年
金
の
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
経

過
措
置
と
し
て
廃
止
前
に
共
済
給
付
金
の
給
付
事
由
が
生
じ
た
者
に
対
す
る
一
定
の
給
付
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
議
会
議
員
の
年
金
制
度
に
関
す
る
規
定
の
削
除

地
方
議
会
議
員
の
年
金
制
度
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
制
度
廃
止
時
に
お
い
て
既
に
地
方
議
会
議
員
を
退
職
し
て
い
る
者
に
係
る
給
付
の
経
過
措
置

退
職
年
金
の
給
付
事
由
が
生
じ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
制
度
廃
止
前
の
退
職
年
金
の
給
付
を
行
う
。

三
、
制
度
廃
止
時
に
お
い
て
地
方
議
会
議
員
で
あ
る
者
等
に
係
る
給
付
の
経
過
措
置

１

退
職
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
す
者
は
、
制
度
廃
止
前
の
退
職
年
金
の
支
給
と
掛
金
及
び
特
別
掛
金
の
総
額
の
百
分
の

八
十
に
相
当
す
る
額
の
退
職
一
時
金
の
支
給
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
。

２

退
職
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
さ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
掛
金
及
び
特
別
掛
金
の
総
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
額
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の
退
職
一
時
金
を
給
付
す
る
。

四
、
退
職
年
金
に
係
る
給
付
の
引
下
げ
及
び
支
給
停
止
措
置
の
強
化

１

退
職
年
金
の
年
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
超
え
る
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
引
き
下
げ
る
。

２

退
職
年
金
の
年
額
と
前
年
の
退
職
年
金
等
を
除
く
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が
七
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
超
え
る

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
支
給
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
最
低
保
障
額
を
廃
止
す
る
。

五
、
平
成
二
十
三
年
一
月
分
か
ら
五
月
分
ま
で
の
掛
金
及
び
特
別
掛
金
の
取
扱
い

制
度
廃
止
の
方
針
決
定
後
の
平
成
二
十
三
年
一
月
以
降
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退
職
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
同
月
分
か
ら

平
成
二
十
三
年
五
月
分
ま
で
の
掛
金
及
び
特
別
掛
金
の
全
額
を
算
入
す
る
。

六
、
存
続
共
済
会
、
給
付
の
経
過
措
置
に
係
る
費
用
負
担
等

１

給
付
に
要
す
る
費
用
は
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
が
保
有
す
る
残
余
の
積
立
金
を
除
き
、
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
。

２

地
方
議
会
議
員
共
済
会
は
、
当
該
給
付
を
行
う
た
め
存
続
す
る
も
の
と
し
、
業
務
が
全
て
終
了
し
た
と
き
に
解
散
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


